
宅地に係る固定資産税の課税のしくみ（平成２６年度以降）

前年度課税標準額が当該年度の評価額のどの水準にあるのか（＝負担水準）に応じて、下図の
とおり、その年の課税標準額を算出します。

※負担水準＝前年度の課税標準額の評価額に対する割合（前年度課税標準額/評価額×住宅用地特例率）

前年度課税標準額
に据置

【課税標準額の算式】

前年度課税標準額 ＋
評価額×住宅用地特例率
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【課税標準額の算式】

前年度課税標準額 ＋
評価額×５％ ＝ ［Ｂ］

［Ｂ］が評価額×６０％
の額を上回る場合は
評価額×６０％
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評価額×住宅用地特例
率（1/6または1/3）に引

き下げ

評価額の
７０％に
引き下げ

［Ａ］が評価額×住宅用
地特例率×２０％の額を
下回る場合は評価額×
２０％に引き上げ

［Ｂ］が評価額×２０％の額
を下回る場合は評価額×

２０％に引き上げ


